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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　元画像データによって表される元画像に含まれる所定の対象画像を検出する対象画像検
出手段，
　上記対象画像検出手段によって検出された対象画像を上記元画像から抽出する対象画像
抽出手段，
　上記対象画像検出手段による対象画像の検出を対象画像が検出されなくなるまで繰り返
し，上記対象画像抽出手段による対象画像の抽出を検出されたすべての対象画像について
繰り返すよう制御する繰り返し制御手段，
　上記対象画像抽出手段によって抽出された対象画像のそれぞれについてサムネイル画像
を表すサムネイル対象画像データを生成するサムネイル対象画像データ生成手段，
　上記対象画像抽出手段によって抽出された対象画像を表す対象画像データ，および上記
サムネイル対象画像データ生成手段によって生成されたサムネイル対象画像データを上記
元画像データと関連づけて記録媒体に記録する記録制御手段，ならびに
　上記元画像データおよび当該元画像に含まれるものとして抽出されたすべての対象画像
のサムネイル対象画像データを上記記録媒体から読み取り，これらの画像データによって
表される元画像およびすべてのサムネイル対象画像をそれぞれ表示装置の元画像表示領域
および対象画像表示領域に表示するように制御する再生処理手段を備え，
　上記再生処理手段が，上記対象画像表示領域に表示されたサムネイル対象画像が選択さ
れたことに応じて，元画像において，選択されたサムネイル対象画像に対応する対象画像
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を枠で囲んで表示するものである，
　対象画像記録装置。
【請求項２】
　元画像データによって表される元画像に含まれる所定の対象画像の検出を対象画像が検
出されなくなるまで繰り返し，
　検出されたすべての対象画像を上記元画像から抽出し，
　抽出された対象画像のそれぞれについてサムネイル画像を表すサムネイル対象画像デー
タを生成し，
　抽出された対象画像を表す対象画像データ，および生成されたサムネイル対象画像デー
タを上記元画像データと関連付けて記録媒体に記録し，
　上記元画像データおよび当該元画像に含まれるものとして抽出されたすべての対象画像
のサムネイル対象画像データを上記記録媒体から読み取り，これらの画像データによって
表される元画像およびすべてのサムネイル対象画像をそれぞれ表示装置の元画像表示領域
および対象画像表示領域に表示し，
　上記対象画像表示領域に表示されたサムネイル対象画像が選択されたことに応じて，元
画像において，選択されたサムネイル対象画像に対応する対象画像を枠で囲んで表示する
,
　対象画像記録装置の制御方法。
【請求項３】
　元画像データによって表される元画像に含まれる所定の対象画像の検出を対象画像が検
出されなくなるまで繰り返させ，
　検出されたすべての対象画像を上記元画像から抽出させ，
　抽出された対象画像のそれぞれについてサムネイル画像を表すサムネイル対象画像デー
タを生成させ，
　抽出された対象画像を表す対象画像データおよび生成されたサムネイル対象画像データ
を上記元画像データと関連付けて記録媒体に記録し，
　上記元画像データおよび当該元画像に含まれるものとして抽出されたすべての対象画像
のサムネイル対象画像データを上記記録媒体から読み取らせ，これらの画像データによっ
て表される元画像およびすべてのサムネイル対象画像をそれぞれ表示装置の元画像表示領
域および対象画像表示領域に表示させ，
　上記対象画像表示領域に表示されたサムネイル対象画像が選択されたことに応じて，元
画像において，選択されたサムネイル対象画像に対応する対象画像を枠で囲んで表示させ
るように制御する，
　対象画像記録装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は，顔画像記録装置および撮像装置ならびにそれらの制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタル・スチル・カメラを用いて被写体を撮像することにより，被写体像を表す画
像データが画像ファイルに格納されてメモリ・カードなどの記録媒体に記録される。画像
ファイルには，撮像によって得られた被写体像を表す画像データのほかにサムネイル画像
データが格納されている。しかしながら，サムネイル画像データによって表されるサムネ
イル画像は小さいためにその内容を把握することは難しい。
【０００３】
　一方，顔の画像を切り出すもの（特許文献１，２），主画像の中の定規などの注目部位
を副画像として抽出するものもある。
【特許文献１】特開平10－33413号公報
【特許文献２】特開2003－92726号公報
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【特許文献３】特開2001－45257号公報
【０００４】
　しかしながら，元画像である被写体像から切り出された顔の画像と，その元画像とを関
連づけて顔の画像を記録することは考えられていない。
【発明の開示】
【０００５】
　この発明は，元画像と関連づけて顔の画像を記録できるようにすることを目的とする。
【０００６】
　第１の発明による顔画像記録装置は，第１の記録媒体に記録されている元画像データを
読み取る読み取り手段，上記読み取り手段によって読み取られた上記元画像データによっ
て表される元画像に含まれる顔の画像を検出する顔画像検出手段，上記顔画像検出手段に
よって検出された顔の画像を抽出する顔画像抽出手段，および上記顔画像抽出手段によっ
て抽出された顔の画像を表す顔画像データを上記元画像データと関連づけて第２の記録媒
体に記録する記録制御手段を備えていることを特徴とする。
【０００７】
　第１の発明は，上記顔画像記録装置に適した制御方法も提供している。すなわち，この
方法は，第１の記録媒体に記録されている元画像データを読み取り，読み取られた上記元
画像データによって表される元画像に含まれる顔の画像を検出し，検出された顔の画像を
抽出し，抽出された顔の画像を表す顔画像データを上記元画像データと関連づけて第２の
記録媒体に記録するものである。
【０００８】
　第１の発明は上記方法を実現するためのプログラムも提供している。
【０００９】
　第１の発明によると，第１の記録媒体に記録されている元画像データが読み取られる。
読み取られた元画像データによって表される元画像から顔の画像が検出され，検出された
顔の画像が抽出される。抽出された顔の画像を表す画像データが元画像データに関連づけ
て第２の記録媒体に記録される。
【００１０】
　第１の発明によると，元画像に含まれる顔画像を表す顔画像データを，元画像データに
関連づけて記録媒体に記録することができる。顔画像を見て元画像に誰の顔が写っている
かを確認できる。
【００１１】
　元画像データが記録されている第１の記録媒体と顔画像データが記録される第２の記録
媒体とは同じものでもよい。
【００１２】
　上記顔画像抽出手段によって抽出された顔の画像が複数かどうかを判定する判定手段を
さらに備えてもよい。この場合，上記記録制御手段は，上記判定手段によって複数の顔の
画像が抽出されたことに応じてそれらの複数の顔の画像を別々の駒として表す顔画像デー
タを上記第２の記録媒体に記録するものとなろう。元画像に複数の顔の画像が含まれてい
た場合であっても，それぞれが別の駒として顔の画像を表すデータを第２の記録媒体に記
録できる。
【００１３】
　上記顔画像抽出手段によって抽出された顔の画像のリサイズ，明るさ補正，色補正，シ
ャープネス補正およびノイズ低減処理の少なくとも一つの画像処理を行う顔画像処理手段
をさらに備えることが好ましい。この場合には，上記記録制御手段は，上記顔画像処理手
段による処理が行われた顔の画像を表す顔画像データを上記第２の記録媒体に記録するも
のとなろう。
【００１４】
　上記元画像データは，元画像ファイルに格納されて上記第１の記録媒体に記録されてお
り，上記顔画像データは，上記元画像ファイルとは異なる顔画像ファイルに格納されて上
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記第２の記録媒体に記録されるものでもよい。
【００１５】
　上記第１の記録媒体と上記第２の記録媒体とが同じ記録媒体の場合には，上記元画像デ
ータは，サムネイル画像データ記録領域および元画像データ記録領域がそれぞれ定められ
ている元画像ファイルの上記元画像データ記録領域に記録されているものでもよい。この
場合，上記顔画像抽出手段によって抽出された顔の画像のサムネイル画像を表すサムネイ
ル顔画像データを生成するサムネイル顔画像データ生成手段をさらに備え，上記顔画像デ
ータ記録制御手段は，上記サムネイル顔画像データ生成手段によって生成されたサムネイ
ル顔画像データを上記サムネイル画像データ記録領域に記録するものとなろう。
【００１６】
　上記サムネイル画像データ記録領域がサムネイル元画像データ記録領域とサムネイル顔
画像データ記録領域とに分かれている場合には，上記サムネイル元画像データが上記サム
ネイル元画像データ記録領域に記録され，上記サムネイル顔画像データが上記サムネイル
顔画像データ記録領域に記録されるものでもよい。
【００１７】
　上記サムネイル元画像データ記録領域に記録されているサムネイル元画像データおよび
上記サムネイル顔画像データ記録領域に記録されているサムネイル顔画像データを読み取
る読み取り手段，ならびに上記読み取り手段によって読み取られた上記サムネイル元画像
データによって表されるサムネイル元画像と上記サムネイル顔画像データによって表され
るサムネイル顔画像とを同一画面上に表示するように表示装置を制御する表示制御手段を
さらに備えてもよい。顔の画像のサムネイル画像と被写体像全体のサムネイル画像とを表
示できる。
【００１８】
　上記第１の記録媒体に記録されている上記元画像データおよび上記第２の記録媒体に記
録されている上記顔画像データを読み取る読み取り手段，および上記読み取り手段によっ
て読み取られた上記元画像データによって表される元画像と上記顔画像データによって表
される顔画像とを同一画面上に表示するように表示装置を制御する第１の表示制御手段を
さらに備えてもよい。
【００１９】
　上記表示装置に表示された顔画像を指定する顔画像指定手段，および上記表示装置に表
示された元画像のうち上記顔画像指定手段によって指定された顔画像の部分を明示するよ
うに上記表示装置を制御する第２の表示制御手段をさらに備えてもよい。
【００２０】
　上記第１の表示制御手段は，上記読み取り手段によって読み取られた上記元画像データ
によって表される元画像の大きさと上記顔画像データによって表される顔画像の大きさと
が同じ大きさとなるように，元画像と顔画像とを同一画面上に表示するように表示装置を
制御するものでもよい。
【００２１】
　また，上記第１の表示制御手段は，上記読み取り手段によって読み取られた上記元画像
データによって表される元画像と上記顔画像データによって表される顔画像とを対応して
同一画面上に表示するように表示装置を制御するものでもよい。この場合，上記第１の表
示制御手段による制御のもとに同一画面上に表示される元画像と顔画像とを出力する出力
装置（プリントするプリンタ）を備える。
【００２２】
　第２の発明による撮像装置は，被写体を撮像し，被写体像を表す元画像データを出力す
る撮像手段，上記撮像手段から出力された上記元画像データによって表される元画像に含
まれる顔の画像を検出する顔画像検出手段，上記顔画像検出手段によって検出された顔の
画像を抽出する顔画像抽出手段，上記撮像手段から出力された上記元画像データによって
表される元画像のサムネイル画像データを生成するサムネイル元画像データ生成手段，上
記顔画像抽出手段によって抽出された顔画像のサムネイル画像を表すサムネイル顔画像デ
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ータを生成するサムネイル顔画像データ生成手段，ならびに上記サムネイル元画像データ
生成手段によって生成されたサムネイル元画像データ，上記サムネイル顔画像データ生成
手段によって生成されたサムネイル顔画像データおよび上記撮像手段から出力された元画
像データを一つの元画像ファイルに格納して記録媒体に記録する記録制御手段を備えてい
ることを特徴とする。
【００２３】
　第２の発明は上記撮像装置に適した制御方法も提供している。すなわち，被写体を撮像
し，被写体像を表す元画像データを得，得られた上記元画像データによって表される元画
像に含まれる顔の画像を検出し，検出された顔の画像を抽出し，撮像によって得られた上
記元画像データによって表される元画像のサムネイル画像データを生成し，抽出された顔
画像のサムネイル画像を表すサムネイル顔画像データを生成し，生成されたサムネイル元
画像データ，生成されたサムネイル顔画像データおよび撮像によって得られた元画像デー
タを一つの元画像ファイルに格納して記録媒体に記録するものである。
【００２４】
　第２の発明は上記方法を実現するためのプログラムも提供している。
【００２５】
　第２の発明によると，被写体を撮像し，被写体像を表す元画像データが得られる。得ら
れた元画像データによって表される元画像の中から顔の画像が検出され，検出された顔の
画像が元画像から抽出される。元画像のサムネイル画像データおよび顔画像のサムネイル
画像データがそれぞれ生成される。生成されたサムネイル元画像データおよびサムネイル
顔画像データならびに撮像によって得られた元画像データが一つの元画像ファイルに格納
されて記録媒体に記録される。
【００２６】
　第２の発明によると，元画像データ，サムネイル元画像データおよびサムネイル顔画像
データを一つの元画像ファイルに格納できるので，元画像，サムネイル元画像およびサム
ネイル顔画像のいずれも表示することができるようになる。サムネイル元画像からでは顔
の画像を確認しづらい場合にはサムネイル顔画像を見ることにより元画像に含まれている
顔の画像を比較的簡単に確認できるようになる。
【００２７】
　第３の発明による対象画像記録装置は，第１の記録媒体に記録されている元画像データ
を読み取る読み取り手段，上記読み取り手段によって読み取られた上記元画像データによ
って表される元画像から，所定の対象画像を検出する対象画像検出手段，上記対象画像検
出手段によって検出された対象画像を抽出する対象画像抽出手段，および上記対象画像抽
出手段によって抽出された対象画像を表す対象画像データを上記元画像データと関連づけ
て第２の記録媒体に記録する記録制御手段を備えていることを特徴とする。
【００２８】
　第３の発明は，上記装置に適した制御方法も提供している。すなわち，第１の記録媒体
に記録されている元画像データを読み取り，読み取られた上記元画像データによって表さ
れる元画像から，所定の対象画像を検出し，検出された対象画像を抽出し，抽出された対
象画像を表す対象画像データを上記元画像データと関連づけて第２の記録媒体に記録する
ものである。
【００２９】
　第３の発明も，上記方法を実現するためのプログラムを提供している。
【００３０】
　第３の発明によると，第１の記録媒体に記録されている元画像データが読み取られる。
読み取られた元画像データによって表される元画像から，所定の対象画像が検出され，検
出された対象画像が抽出される。抽出された対象画像を表す画像データが元画像データに
関連付けられて第２の記録媒体（第１の記録媒体と同じでもよい）に記録される。
【００３１】
　第３の発明によると，元画像に含まれる対象画像を表す対象画像データを，元画像デー
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タに関連づけて記録媒体に記録することができる。
【００３２】
　第４の発明による撮像装置は，被写体を撮像し，被写体像を表す元画像データを出力す
る撮像手段，上記撮像手段から出力された上記元画像データによって表される元画像から
，所定の対象画像を検出する対象画像検出手段，上記対象画像検出手段によって検出され
た対象画像を抽出する対象画像抽出手段，上記撮像手段から出力された上記元画像データ
によって表される元画像のサムネイル画像データを生成するサムネイル元画像データ生成
手段，上記対象画像抽出手段によって抽出された対象画像のサムネイル画像を表すサムネ
イル対象画像データを生成するサムネイル対象画像データ生成手段，ならびに上記サムネ
イル元画像データ生成手段によって生成されたサムネイル元画像データ，上記サムネイル
対象画像データ生成手段によって生成されたサムネイル対象画像データおよび上記撮像手
段から出力された元画像データを一つの元画像ファイルに格納して記録媒体に記録する記
録制御手段を備えていることを特徴とする。
【００３３】
　第４の発明は，上記装置に適した方法も提供している。すなわち，被写体を撮像し，被
写体像を表す元画像データを得，得られた上記元画像データによって表される元画像から
，対象画像を検出し，検出された対象画像を抽出し，撮像によって得られた上記元画像デ
ータによって表される元画像のサムネイル画像データを生成し，抽出された対象画像のサ
ムネイル画像を表すサムネイル対象画像データを生成し，生成されたサムネイル元画像デ
ータ，生成されたサムネイル対象画像データおよび撮像によって得られた元画像データを
一つの元画像ファイルに格納して記録媒体に記録するものである。
【００３４】
　第４の発明も上記方法を実現するためのプログラムを提供している。
【００３５】
　第４の発明によると，被写体を撮像し，被写体像を表す元画像データが得られる。得ら
れた元画像データによって表される元画像の中から所定の対象画像が検出され，検出され
た対象画像が元画像から抽出される。元画像のサムネイル画像データおよび対象画像のサ
ムネイル画像データがそれぞれ生成される。生成されたサムネイル元画像データおよびサ
ムネイル対象画像データならびに撮像によって得られた元画像データが一つの元画像ファ
イルに格納されて記録媒体に記録される。
【００３６】
　第４の発明によると，元画像データ，サムネイル元画像データおよびサムネイル対象画
像データを一つの元画像ファイルに格納できるので，元画像，サムネイル元画像およびサ
ムネイル対象画像のいずれも表示することができるようになる。サムネイル元画像からで
は対象画像を確認しづらい場合にはサムネイル対象画像を見ることにより元画像に含まれ
ている対象画像を比較的簡単に確認できるようになる。
【実施例】
【００３７】
　図１は，顔画像記録装置の電気的構成を示すブロック図である。
【００３８】
　顔画像記録装置の全体の動作は，ＣＰＵ１によって統括される。
【００３９】
　顔画像記録装置には，操作装置２が設けられており，この操作装置２から出力される操
作信号が顔画像記録装置に与えられる。
【００４０】
　メモリ・カード９には，被写体像（元画像）を表す元画像データが記録されている。こ
の元画像データは，一のメモリ制御回路８の制御によりメモリ・カード９から読み取られ
，他のメモリ制御回路３を介してメイン・メモリ（後述する動作を行うプログラムも格納
されている）４に与えられ，一時的に記憶される。
【００４１】
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　元画像データがメイン・メモリ４から読み出され，顔検出回路６に入力することにより
，元画像に顔の画像が含まれている場合に，その顔画像の検出および抽出が行われて顔画
像データが得られる。顔画像データは，ディジタル信号処理回路５に与えられ，所定のデ
ィジタル信号処理が行われる。ディジタル信号処理回路５における信号処理について詳し
くは後述する。ディジタル信号処理回路５から出力された顔画像データが一のメモリ制御
回路８によってメモリ・カード９に記録される。元画像データが記録されているメモリ・
カード９と顔画像データが記録されるメモリ・カード９とは異なるものでもよい。
【００４２】
　顔画像記録装置には，圧縮／伸張処理回路７も設けられており，画像データの圧縮およ
び圧縮されている画像データの伸張を行うことができる。また，顔画像記録装置には，表
示装置11も設けられている。元画像データまたは顔画像データが表示制御回路10に与えら
れることにより，表示制御回路10によって表示装置10の表示画面上に元画像または顔画像
（もちろん，両方の画像が表示されていてもよい）が表示される。
【００４３】
　さらに，顔画像記録装置には出力制御回路12が設けられている。この出力制御回路12に
よって元画像データ，顔画像データなどを顔画像記録装置の外部に出力することができる
。出力制御回路12とプリンタとを接続することにより，元画像，顔画像などをプリントで
きる。
【００４４】
　図２は，ディジタル信号処理回路５の電気的構成を示すブロック図である。このディジ
タル信号処理回路５において顔画像に適した補正処理が行われる。
【００４５】
　ディジタル信号処理回路５に入力する顔画像データは，輝度データＹと色差データＣと
から構成されている。これらの輝度データＹおよび色差データＣがリサイズ回路21に与え
られることにより，抽出された顔画像の大きさが所定の大きさとなるようにリサイズ処理
される。リサイズ処理された輝度データＹおよび色差データＣは，YC-RGB変換回路22にお
いてＲデータ，ＧデータおよびＢデータに変換される。変換されたＲデータ，Ｇデータお
よびＢデータがゲイン補正回路23においてゲイン補正されて階調補正回路24に入力する。
顔画像を表すＲデータ，ＧデータおよびＢデータは，顔の色が比較的きれいな顔に見える
ように階調補正が行われる。
【００４６】
　階調補正されたＲデータ，ＧデータおよびＢデータがRGB-YC変換回路25において輝度デ
ータＹおよび色差データＣに戻される。輝度データＹおよび色差データＣがノイズ低減回
路26においてノイズ低減処理される。ノイズ低減回路26から出力される輝度データＹは輪
郭補正回路27において輪郭補正処理が行われてディジタル信号処理回路５から出力される
。ノイズ低減回路26から出力された色差データＣは，色差マトリクス28において色補正が
行われてディジタル信号処理回路５から出力される。
【００４７】
　図３は，顔画像記録装置の処理手順を示すフローチャートである。
【００４８】
　この処理手順は，メモリ・カード９に記録されている元画像データによって表される元
画像から顔の画像を抽出し，顔の画像を表す顔画像データをメモリ・カード９に記録する
ものである。
【００４９】
　上述のようにメモリ・カード９に記録されている元画像データがメモリ制御回路８によ
って読み取られ（ステップ31）。読み取られた元画像データが顔検出回路６に与えられる
ことにより，元画像に含まれている顔の画像を検出する処理が行われる（ステップ32）。
【００５０】
　顔の画像が検出されると（ステップ33でＹＥＳ），その検出された顔の画像が抽出され
るように所定の大きさにトリミングされる（ステップ34）。この抽出処理は，元画像デー
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タをメイン・メモリ４に記憶し，検出された顔の画像を含む所定の領域内の画像をメイン
・メモリ４から読み取るようにして実現できる。
【００５１】
　トリミングにより得られた顔の画像を表す顔画像データについては，上述のようにリサ
イズ（ステップ35），明るさ補正（ゲイン補正）（ステップ36），色補正（ステップ37）
，ノイズ低減処理（ステップ38）およびシャープネス補正（輪郭補正）（ステップ39）が
行われる。これらの補正等が行われた顔画像データがメモリ・カード９に記録されること
となる（ステップ40）。
【００５２】
　元画像から顔の画像が検出されなくなるまで（ステップ33でＮＯ），上述した補正等の
処理（ステップ34～40）が繰り返される。したがって，元画像に複数の顔の画像があった
場合には，それぞれの顔の画像データがメモリ・カード９に記録されることとなる。
【００５３】
　図４および図５は元画像の一例を，図６（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）は抽出された顔画像の
一例を示している。
【００５４】
　メモリ・カード９から元画像データが読み取られ，元画像データによって表される元画
像50が得られる（図４参照）。このような元画像50から顔の画像が検出される。図５を参
照して，元画像の中には，顔の画像51，52および53が含まれており，これらの顔の画像51
，52および53が検出されることとなる。検出された顔の画像51，52および53が，図６（Ａ
），（Ｂ）および（Ｃ）に示すようにそれぞれが一駒の画像55，56および57として抽出さ
れる。
【００５５】
　図７は，元画像データが格納されている元画像ファイルのファイル構造（データ構造）
の一例である。
【００５６】
　元画像ファイルには，撮影時情報記録領域61，サムネイル記録領域62および画像データ
記録領域63が含まれている。
【００５７】
　画像データ記録領域63には，元画像データが記録されている。撮影時情報記録領域61に
は，元画像データが得られたときの撮影時の情報（撮影日，シャッタ速度，絞り値など）
が記録されている。サムネイル記録領域62には，元画像のサムネイル画像を表すサムネイ
ル元画像データが記録されている。
【００５８】
　元画像ファイルの画像データ記録領域63に記録されている元画像データが読み取られる
ことにより，上述したように，元画像データによって表される元画像から顔画像を抽出す
ることができる。
【００５９】
　図８は，顔画像データが格納されている顔画像ファイルのファイル構造の一例である。
顔画像ファイルは元画像ファイルにもとづいて生成される。
【００６０】
　元画像ファイルと同様に顔画像ファイルには，撮影時情報記録領域61，サムネイル記録
領域62および画像データ記録領域63のほかに関連情報記録領域64が規定されている。
【００６１】
　画像データ記録領域63には，上述のようにして抽出された顔画像を表す画像データが記
録される。サムネイル記録領域62には，顔画像のサムネイル画像を表すサムネイル顔画像
データが記録される。このサムネイル顔画像データはＣＰＵ１によって生成される。撮影
時情報記録領域61には，元画像ファイルに記録されている撮影時情報が記録される。関連
情報記録領域64には，元画像ファイルと関連づけるための元画像ファイルのファイル名，
顔画像についての所定の情報などが記録される。
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【００６２】
　このような顔画像ファイルが，検出された顔画像の個数に対応して生成され，上述のよ
うにしてメモリ・カード９に記録される。
【００６３】
　上述した実施例においては，元画像ファイルと顔画像ファイルとは別々のものであり，
元画像ファイルと顔画像ファイルとの両方のファイルがメモリ・カード９に記録されてい
るが，元画像ファイルを消去して顔画像ファイルだけをメモリ・カード９に記録するよう
にしてもよい。
【００６４】
　図９は，顔画像記録装置の他の処理手順を示すフローチャートである。
【００６５】
　この処理手順は，顔画像のサムネイル画像を表すデータが元画像ファイルのサムネイル
記録領域に記録されるものである。
【００６６】
　上述のようにメモリ・カード９から元画像データが読み取られ（ステップ71），元画像
から顔の画像が検出される（ステップ72）。顔の画像が検出されると（ステップ73でＹＥ
Ｓ），顔の画像のトリミング（ステップ74）およびリサイズ（ステップ75）が行われる。
【００６７】
　得られた顔の画像を表す画像データから顔の画像のサムネイル画像を表すサムネイル顔
画像データが生成される（ステップ76）。元画像の中から顔の画像が検出されなくなると
（ステップ73でＮＯ），生成されたサムネイル顔画像データが元画像ファイルのサムネイ
ル記録領域に格納されてメモリ・カード９に記録される（ステップ77）。
【００６８】
　図10は元画像ファイルの他のファイル構造の一例である。
【００６９】
　元画像ファイルには，上述した撮影時情報記録領域61，サムネイル記録領域62および画
像データ記録領域63が規定されている。
【００７０】
　画像データ記録領域63には，元画像データが記録されており，撮影情報記録領域61には
，元画像データが得られたときの撮影時の情報が記録されている。
【００７１】
　サムネイル記録領域62は，４つのサムネイル記録領域65，66，67および68が規定されて
いる。第１のサムネイル記録領域65は，サムネイル元画像データが記録されている。第２
から第４のサムネイル記録領域66から68は，画像データ記録領域63に記録されている元画
像データによって表される元画像から抽出された顔画像のサムネイル画像を表すサムネイ
ル顔画像データがそれぞれ記録されている。
【００７２】
　図４から図６（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）に示したように元画像50の中に３つの顔画像51，
52，53が含まれている場合には，これらの３つの顔画像51（55），52（56），53（57）の
サムネイル顔画像データが，それぞれの領域65，66，67に記録されていることとなる。
【００７３】
　このように，サムネイル記録領域にサムネイル元画像データとサムネイル顔画像データ
との両方の画像データを記録するようにしてもよい。もっとも，サムネイル元画像データ
を記録せずにサムネイル顔画像データのみをサムネイル記録領域62に記録するようにして
もよい。その場合には，画像データ記録領域に記録されている元画像データによって表さ
れる元画像のサムネイル画像が顔のサムネイル画像となる。
【００７４】
　図11および図12は，他の実施例を示すものである。
【００７５】
　図11は，ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
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【００７６】
　ディジタル・スチル・カメラの全体の動作は，ＣＰＵ89によって統括される。
【００７７】
　二段ストローク・タイプのシャッタ・レリーズ・ボタン，モード・スイッチなどを含む
操作装置84から出力される操作信号は，ディジタル・スチル・カメラに入力する。ディジ
タル・スチル・カメラには，ストロボ発光装置81およびこのストロボ発光装置81が被写体
を照射することにより，被写体からの反射光を受光する受光装置82も設けられている。受
光装置82からの受光信号が一定となるように発光装置81が制御される。
【００７８】
　撮像レンズ71のレンズ位置および絞り72の絞り値は，レンズ駆動回路78および絞り制御
回路79によって制御される。被写体像を表す光線は，撮像レンズ71によって集光され，絞
り72，Ｉｒカット・フィルタ73および光学ロウ・パス・フィルタ73を介してＣＣＤ75に入
射する。ＣＣＤ75は撮像素子駆動回路80によって制御され，ＣＣＤ75から被写体像を表す
映像信号が出力される。
【００７９】
　映像信号は，アナログ信号処理回路76において白バランス調整，ガンマ補正などの所定
のアナログ信号処理が行われてアナログ／ディジタル変換回路77に入力する。アナログ／
ディジタル変換回路77において，アナログ映像信号がディジタル画像データに変換される
。
【００８０】
　ディジタル画像データは，メモリ制御回路91によってメイン・メモリ92に一時的に記憶
される。画像データは，メイン・メモリ92から読み取られ，ディジタル信号処理回路93に
おいて所定のディジタル信号処理が行われる。信号処理された画像データは，表示制御回
路99によって表示装置100に与えられることにより，表示画面上に表示される。
【００８１】
　シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下があると，上述のようにアナログ／ディ
ジタル変換回路77から出力された画像データは，積算回路95に与えられ積算される。得ら
れた積算値にもとづいて，適正な露光量となるように絞り72およびシャッタ速度が決定さ
れる。
【００８２】
　シャッタ・レリーズ・ボタンの第二段階の押下があると，上述のようにメイン・メモリ
92に一時的に記憶された画像データが読み取られ，圧縮／伸張回路94に与えられ，圧縮さ
れる。圧縮された画像データがメモリ制御回路97によってメモリ・カード98に記録される
（元画像データの記録）。
【００８３】
　ディジタル・スチル・カメラにも顔検出回路96が設けられており，メイン・メモリ92に
一時的に記憶されている画像データ（元画像データ）から顔画像を表す顔画像データを抽
出することができる。また，上述したのと同様に，メイン・メモリ92からの読み出しの仕
方によりサムネイル元画像データおよびサムネイル顔画像データのいずれも生成できる。
生成されたサムネイル元画像データおよびサムネイル顔画像データをメモリ・カード98に
記録できる。
【００８４】
　図12は，ディジタル・スチル・カメラの処理手順を示すフローチャートである。この処
理は，被写体を撮像して得られた元画像データ，元画像のサムネイル画像を表すサムネイ
ル元画像データおよび顔画像のサムネイル画像を表すサムネイル顔画像データを一つのフ
ァイルに格納するものである。
【００８５】
　被写体を撮像することにより，被写体像を表す元画像データが得られる（ステップ111
）。得られた元画像データのディジタル信号処理が行われ（ステップ112），元画像の中
から顔画像の検出処理が行われる（ステップ113）。顔画像が検出されると（ステップ114
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でＹＥＳ），検出された顔画像がトリミングにより抽出される（ステップ115）。トリミ
ングにより得られた顔画像が縮小処理され，サムネイル顔画像が生成される（ステップ11
6）。元画像の中に顔の画像が検出されなくなるまでステップ114～116の処理が繰り返さ
れる。
【００８６】
　顔の画像が検出されなくなると（ステップ114でＮＯ），元画像のサムネイル画像が生
成される（ステップ117）。得られた元画像データ，サムネイル元画像データおよびサム
ネイル顔画像データが図10に示すように一つの元画像ファイルの中に格納されて，メモリ
・カードに記録される（ステップ118）。
【００８７】
　図13は，再生処理手順を示すフローチャートである。この再生処理は，図１に示す顔画
像記録装置および図11に示すディジタル・スチル・カメラのいずれにも適用できるもので
，元画像とサムネイル顔画像とが表示されるものである。
【００８８】
　メモリ・カードには元画像データおよびサムネイル顔画像データが記録されている。こ
れらの元画像データおよびサムネイル顔画像データがメモリ・カードから読み取られる（
ステップ121，122）。
【００８９】
　読み取られた元画像によって表される元画像およびサムネイル顔画像データによって表
されるサムネイル顔画像がそれぞれ表示される（ステップ123，124）。
【００９０】
　図14は，表示装置に表示される画像の一例である。
【００９１】
　表示装置の表示画面には，画像表示ウインドウ130が表示される。この画像表示ウイン
ドウ130には，その左側に元画像表示領域131が形成され，右側に顔画像表示領域132が形
成されている。
【００９２】
　元画像表示領域131は，画像表示ウインドウ130の領域のほぼ全体の領域を網羅しており
，元画像140がその領域131の全体に渡って表示されている。また，元画像140の左上には
，元画像140のファイル名（DSCF0001.JPG）も表示されている。顔画像表示領域132には，
元画像140から抽出された顔画像のサムネイル顔画像141，142および143が表示されている
。
【００９３】
　このように顔画像表示領域132には，元画像の顔画像のサムネイル画像が表示されるの
で，サムネイル画像の大きさが小さくてもサムネイル顔画像によって顔を確認できる。
【００９４】
　元画像がいわゆる集合写真などの場合には，元画像の中に含まれる顔の画像が多く，顔
画像のサムネイル画像を表示してもその顔画像のサムネイル画像に対応する顔画像が元画
像のどの部分なのかわかりにくい場合がある。そのような場合には，ユーザによって顔画
像のサムネイルが選択されたことに応じて，元画像のうち対応する顔画像の部分を枠で囲
むようにするとよい。この場合，顔画像ファイルには，元画像のどこの部分かを示す位置
情報が記憶されているのはいうまでもない。
【００９５】
　図15および図16は，他の再生処理を示すものである。
【００９６】
　図15は，再生処理手順を示すフローチャートである。
【００９７】
　この再生処理は，サムネイル元画像とサムネイル顔画像とが表示されるものである。
【００９８】
　メモリ・カードには，元画像データ，サムネイル元画像データおよびサムネイル顔画像
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データが記録されている。メモリ・カードからこれらの元画像データ，サムネイル元画像
データおよびサムネイル顔画像データが読み取られる（ステップ151，152，153）。
【００９９】
　読み取られたサムネイル元画像データが再生され，元画像のサムネイルが表示される（
ステップ154）。また，読み取られたサムネイル顔画像データが再生され，顔画像のサム
ネイルが表示される（ステップ155）。元画像のサムネイルと顔画像のサムネイルとが同
一の表示画面に表示される。ユーザからのプリント指令が与えられると（ステップ156でY
ES），同一画面に表示されている元画像のサムネイルと顔画像のサムネイルとがプリント
される（ステップ157）。
【０１００】
　図16は，表示装置の表示画面に表示される画像の一例である。
【０１０１】
　表示装置の表示画面には，画像表示ウインドウ160が表示される。この画像表示ウイン
ドウ160には，左側に元画像サムネイル表示領域161が形成されており，右側に顔画像サム
ネイル表示領域162が形成されている。
【０１０２】
　元画像サムネイル表示領域161には，元画像のサムネイル画像170，180，190などが一列
に表示されている。顔画像サムネイル表示領域162には，顔画像のサムネイル画像171，17
2，173，181，182，191，192，193，194などが，元画像のサムネイル画像に対応した行に
表示されている。たとえば，顔画像のサムネイル171，172，173は，元画像サムネイル170
の元画像から抽出して得られたものであり，元画像サムネイル170の行と同じ行に表示さ
れている。その他の顔画像のサムネイル181，182は，元画像のサムネイル180の行と同じ
行に，顔画像のサムネイル191，192，193，194は，元画像のサムネイル190の行と同じ行
に表示されている。
【０１０３】
　元画像サムネイル表示領域161と顔画像のサムネイル表示領域162との間にはユーザの操
作に応じて上下に移動するスライドバー201が形成されている。スライドバー201の上下に
応じて，元画像サムネイル表示領域161と顔画像のサムネイル表示領域162が上下にスクロ
ールする。また，顔画像のサムネイル表示領域162の下側にはユーザの操作に応じて左右
に移動するスライドバー202が形成されている。スライドバー202の移動に応じて顔画像の
サムネイル表示領域162が左右にスクロールする。
【０１０４】
　これらのサムネイル画像170～173，180～182，190～194がユーザによってクリックされ
ると，対応する元画像が表示装置の表示画面上に表示される。元画像が表示される領域は
，表示ウインドウ160内でもよいし，表示ウインドウ160上でもよいし，表示ウインドウ16
0が表示されている領域とは別の領域でもよい。上述したように，プリント指令が与えら
れることによりサムネイル画像170～173，180～182，190～194を含む表示ウインドウ160
がプリントされる。
【０１０５】
　元画像から抽出された顔画像の大きさは，それぞれ異なることが多いが，抽出された顔
画像から生成される顔画像のサムネイルの大きさが一定となるように，顔画像のサムネイ
ルの大きさが定まっていることが好ましい。多数の顔画像のサムネイル画像が整然と表示
される。また顔画像のサムネイルの大きさと元画像のサムネイルの大きさとを同じにして
もよい。サムネイルの大きさを同じにするためには，必要に応じて，拡大または縮小処理
がＣＰＵ１によって実行されるのはいうまでもない。また，顔画像のサムネイルのアスペ
クト比と元画像のサムネイル画像のアスペクト比とが同じとなるようにそれぞれのサムネ
イル画像を決定してもよい。比較的きれいに表示されるようになる。
【０１０６】
　上述した実施例において，元画像ファイルとこの元画像ファイルに対応する顔画像ファ
イルが同じメモリ・カードに記録される場合には，元画像ファイルのファイル名と顔画像



(13) JP 4538386 B2 2010.9.8

10

20

30

40

ファイルのファイル名とは，一部が一致することが好ましい。たとえば，元画像ファイル
のファイル名がDSCF0001.JPGであった場合には顔画像ファイルのファイル名をFACE0001.J
PGとする。ファイル名の一部が一致しているので，顔画像ファイルから元画像ファイルを
見つける場合または，その逆の場合に比較的容易となる。
【０１０７】
　また，元画像が集合写真のように多数の顔の画像が検出されるようなものにおいては，
顔画像のデータ量が多くなってしまうので，メモリ・カードの残容量がなくなり記録でき
なくなることもあり得る。このような場合には，記録できなくなったときに，顔画像デー
タの記録を中断して，ユーザに警告するようにしてもよい。また，検出された多数の顔の
画像のすべてを記録するのではなく，優先順位（検出された顔の画像の大きい順，小さい
順，中央に近い順，適正な明るさを持つ順）にしたがって所定の数の顔の画像をメモリ・
カードに記録するようにしてもよい。さらに，その優先順位をユーザが指定できるように
してもよい。
【０１０８】
　上述した実施例においては，元画像から顔の画像を抽出するものであったが，顔の画像
に限らず，人物像全体，動物その他所望の対象画像を検出して，上述のようにメモリ・カ
ードに記録するようにしてもよい。対象画像を表す画像データをメモリ・カードに記録す
る場合には，対象画像を検出するためのサンプル画像などがあらかじめメイン・メモリ４
などに記録されているのはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】顔画像記録装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図２】ディジタル信号処理回路の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】顔画像記録装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】元画像の一例である。
【図５】元画像の一例である。
【図６】（Ａ）～（Ｃ）は顔画像の一例である。
【図７】元画像ファイルの一例である。
【図８】顔画像ファイルの一例である。
【図９】顔画像記録装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】元画像ファイルの一例である。
【図１１】ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図１２】ディジタル・スチル・カメラの処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】再生処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】表示装置に表示されるウインドウの一例である。
【図１５】再生処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】表示装置に表示されるウインドウの一例である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１，89　ＣＰＵ
　３，８，91，97　メモリ制御回路
　５，93　ディジタル信号処理回路
　６，96　顔検出回路
　９，98　メモリ・カード
　50　元画像
　55～57，141～143，171～173，181，182，191～194  顔画像（サムネイル顔画像）
　170，180，190  サムネイル元画像
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